
   

   

 

病児・病後児保育とは、お子さまが病気や怪我を負った際に自宅で保育が困難な場合、保

育施設にて一時的にお子さまをお預かりする事業です。 

生活保護世帯と市民税非課税世帯を対象に、利用料の減免を行っております。 

 

 

 

 

市民税課税世帯の判定は、利用月が４月から 8月にあっては前年度の課税状況を、９月

から翌年３月にあっては当年度の市町村民税の課税状況をもとに行う。 

 

☆  

  

 

 
 

利用者 

・市民税非課税世帯 

・生活保護世帯 

うるま市保育こども園課 

TEL：098-973-5427 

病児・病後児保育施設 

ハート保育園（病児） 

石川どろんこ保育園（病後児） 

① 利用者負担減免  

申請書を市役所に

提出 
②利用者負担減免決定 

通知書（承認・不承認）

を利用者様に送付 

④減免分の利用料支払 

③病児・病後児保育利用 

（支払いなし） 

詳しくは、下記お問い合わせ先まで 

お問合せ先：うるま市役所 保育こども園課 

ＴＥＬ：098-973-5427 

ハート保育園（病児対応型）  

☎ 098-989-0045 

 

石川どろんこ保育園（病後児対応型） 

☎ 098-987-8101 


